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昨
年
度
の
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
の
輸
入
量
は

2
1
2
千
ト
ン
（
財
務
省
「
貿
易
統
計
」）
と
な
り
、

過
去
最
高
を
記
録
し
ま
し
た
。
ま
た
、プ
ロ
セ
ス
チ
ー

ズ
の
国
内
生
産
量
も
1
1
4
千
ト
ン
と
過
去
最
高
で

し
た
。
農
林
水
産
省
は
４
月
２
日
、
本
年
度
の
関
税

割
当
に
つ
い
て
、
チ
ー
ズ
と
カ
ー
ド
の
う
ち
プ
ロ
セ

ス
チ
ー
ズ
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の（
以
下
、「
プ

ロ
原
チ
ー
ズ
」）
の
無
税
枠
を
、
前
年
度
よ
り

3
0
0
ト
ン
増
の
6
6
・
2
千
ト
ン
に
す
る
と
発
表

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
関
税
割
当
制
度
と
は
何
か
、

な
ぜ
プ
ロ
原
チ
ー
ズ
の
関
税
割
当
数
量
を
増
加
す
る

の
か
等
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

関
税
割
当
制
度
と
は
、
一
定
の
輸
入
数
量
の
枠
内

に
か
ぎ
り
無
税
又
は
低
税
率
（
一
次
税
率
）
を
適
用
し
、

需
要
者
（
消
費
者
）
に
安
価
な
輸
入
品
の
供
給
を
確

保
す
る
一
方
、
こ
の
一
定
の
輸
入
数
量
の
枠
を
超
え

る
輸
入
分
に
は
高
税
率
（
二
次
税
率
）
を
適
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
の
生
産
者
を
保
護
す
る
仕
組

み
で
す
。

　

一
次
税
率
の
適
用
を
受
け
る
数
量
（
関
税
割
当
数

量
）
は
、
原
則
と
し
て
、
国
内
需
要
見
込
数
量
か
ら

国
内
生
産
見
込
数
量
を
控
除
し
た
数
量
を
基
準
と
し
、

国
際
市
況
そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
政
令
（
関
税

割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
）
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

関
税
割
当
制
度
の
対
象
品
目
は
、
1
9
6
1
年
度

の
制
度
導
入
以
後
、
国
内
産
業
の
事
情
等
に
応
じ
て

適
宜
追
加
及
び
廃
止
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
現
在
、

関
税
割
当
制
度
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
次
の
20

品
目
で
す
。

①	

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
（
Ｕ
Ｒ
）
合
意
以
前
か

ら
対
象
と
な
っ
て
い
る
農
畜
産
物
９
品
目

	

プ
ロ
原
チ
ー
ズ
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
麦
芽
、
糖
み
つ
、

無
糖
コ
コ
ア
調
製
品 

、
ト
マ
ト
ピ
ュ
ー
レ
及
び
ト

マ
ト
ペ
ー
ス
ト
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
缶
詰
、
革
、
革

靴
②	

Ｕ
Ｒ
合
意
に
よ
り
対
象
と
な
っ
た
農
畜
産
物
11
品
目

	

脱
脂
粉
乳 

、
無
糖
れ
ん
乳 

、
ホ
エ
イ
等 

、
バ
タ
ー 

、

調
製
食
用
脂 

、
そ
の
他
の
乳
製
品
、
雑
豆 

、
で
ん

粉 

、
落
花
生 

、
こ
ん
に
ゃ
く
芋 

、
繭
・
生
糸

　

プ
ロ
原
チ
ー
ズ
の
関
税
割
当
制
度
は
、
国
産
の
プ

ロ
原
チ
ー
ズ
が
充
分
な
国
際
競
争
力
を
確
保
す
る
ま

で
の
間
、需
要
者（
国
内
の
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
製
造
者
）

に
対
し
、
国
産
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
を
使
用
す
る
こ

と
を
条
件
に
、
プ
ロ
原
チ
ー
ズ
の
低
関
税
輸
入
を
一

定
数
量
の
範
囲
内
で
認
め
る
も
の
で
、
安
価
な
輸
入

品
を
供
給
す
る
一
方
で
、
国
産
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ

の
需
要
を
創
出
し
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
向
け
生
乳

取
引
の
維
持
・
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

　

現
在
の
プ
ロ
原
チ
ー
ズ
の
基
本
税
率
は
35
・
0
％
、

Ｗ
Ｔ
Ｏ
譲
許
税
率
は
29
・
8
％
で
す
が
、
関
税
割
当

に
よ
る
輸
入
に
つ
い
て
は
、
使
用
す
る
国
産
ナ
チ
ュ

ラ
ル
チ
ー
ズ
の
2
・
5
倍
相
当
量
ま
で
「
無
税
」
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
に
お
け
る
チ
ー
ズ
の
関
税
割
当
制
度
の
利
用

状
況
は
表
１
に
示
し
た
通
り
で
す
。
国
産
の
プ
ロ
原

チ
ー
ズ
が
、
安
価
な
輸
入
品
と
充
分
な
国
際
競
争
力

を
確
保
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
関
税
割
当
制

度
は
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
表
中
の
「
関
税
割
当
利
用
率
」
が
示
す

よ
う
に
、
関
税
割
当
に
よ
る
輸
入
量
が
関
税
割
当
数

量
を
満
た
し
た
年
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
関
税
割

当
数
量
と
国
内
の
プ
ロ
原
チ
ー
ズ
生
産
量
の
2
・
5

倍
相
当
量
（
関
税
割
当
制
度
を
利
用
で
き
る
上
限
）

を
比
較
す
る
と
、
2
0
0
2
年
度
、
2
0
0
5
年
度
、

2
0
0
9
年
度
、
2
0
1
0
年
度
以
外
の
年
は
、
後

者
が
前
者
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

「
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
の
需
要
が
期
待
し
た
ほ
ど
伸
び
な

か
っ
た
た
め
に
関
税
割
当
に
よ
る
輸
入
量
が
増
加
し

な
か
っ
た
年
」
と
、「
プ
ロ
原
チ
ー
ズ
の
国
内
生
産
量

が
不
足
し
た
た
め
に
関
税
割
当
数
量
を
満
度
に
利
用

で
き
な
か
っ
た
年
」
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
昨
年
度
の
チ
ー
ズ
向
け
生
乳
取
引
数

量
は
前
年
度
対
比
0
・
3
％
減
の
4
9
6
千
ト
ン
で
、

国
内
で
プ
ロ
原
チ
ー
ズ
向
け
生
乳
を
充
分
確
保
で
き

た
と
は
言
え
な
い
状
況
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
関
税
割
当
数
量
を
増
加
し
た
背
景

に
は
、
本
年
度
の
生
乳
生
産
量
や
用
途
別
生
乳
需
給

が
不
透
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、国
産
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー

ズ
の
需
要
を
拡
大
し
、
チ
ー
ズ
向
け
生
乳
取
引
を
維

持
・
拡
大
し
よ
う
と
い
う
政
策
的
な
意
図
が
あ
る
と

言
え
ま
す
。

関
税
割
当
制
度
と
は

チ
ー
ズ
関
税
割
当
制
度
の
利
用
状
況

チ
ー
ズ
の
関
税
割
当
制
度
と
そ
の
利
用

年度 関税割当数量
（Ａ）

関税割当による
輸入量（Ｂ）

関税割当利用率
Ｂ／Ａ

プロセスチーズ原料用ナチュラルチーズ
国内生産量（Ｃ） Ｃ×2.5

2001 55,300 47,162 85.3 20,188 50,470

2002 52,100 43,519 83.5 22,650 56,625

2003 55,200 47,331 85.7 21,133 52,833

2004 54,200 45,537 84.0 21,334 53,335

2005 61,100 52,420 85.8 24,633 61,583

2006 63,600 55,853 87.8 23,562 58,905

2007 62,800 60,097 95.7 24,674 61,685

2008 66,700 52,754 79.1 22,878 57,195

2009 60,300 54,042 89.6 25,278 63,195

2010 62,400 58,162 93.2 26,385 65,963

2011 65,900 58,348 88.5 

2012 66,200

表１　チーズの関税割当制度の推移

資料：農林水産省「チーズの需給表」　　注）2011 年度の（Ｂ）欄は速報値である。

単位：トン、％
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本
会
議
は
2
0
1
1
年
度
、指
定
団
体
を
は
じ
め

全
国
の
生
乳
生
産
者
団
体
の
協
力
に
よ
り
、「
酪
農
全

国
基
礎
調
査
」を
実
施
し
ま
し
た
。調
査
で
は
、無
作

為
に
抽
出
し
た
酪
農
家
3
'
0
0
0
戸
の
の
中
か
ら

2
'6
9
6
件
の
回
答（
回
答
率
約
90
％
）を
い
た
だ

き
ま
し
た
。以
下
に
、そ
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

①
経
営
の
大
規
模
化

　

2
0
1
0
年
度
の
北
海
道
で
は
、年
間
出
荷
乳
量

3
0
0
ト
ン
以
上
の
酪
農
家
の
占
め
る
割
合
が
74
・

3
％（
2
0
0
6
年
度
71
・
9
％
）、そ
の
う
ち
6
0
0

ト
ン
以
上
が
29
・
7
％（
同
23
・
5
％
）で
、酪
農
家
１

戸
当
た
り
の
平
均
年
間
出
荷
乳
量
は
5
8
1
ト
ン

（
同
5
1
2
ト
ン
）で
し
た（
図
１
）。

　

都
府
県
で
は
、3
0
0
ト
ン
以
上
が
33
・
3
％（
同

2
・
3
％
）、そ
の
う
ち
6
0
0
ト
ン
以
上
が
8
・

5
％（
同
6
・
4
％
）を
占
め
て
お
り
、酪
農
家
１
戸

当
た
り
の
平
均
年
間
出
荷
乳
量
は
3
1
2
ト
ン（
同

2
7
0
）で
し
た（
図
２
）。北
海
道
と
都
府
県
の
酪
農

家
１
戸
当
た
り
の
平
均
年
間
出
荷
乳
量
に
は
大
き
な

差
が
見
ら
れ
ま
す
が
、両
地
域
で
生
乳
生
産
に
占
め

る
大
規
模
経
営
の
割
合
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

②
若
手
経
営
主
の
規
模
拡
大

　

経
営
主
の
年
齢
に
着
目
す
る
と
、北
海
道
で
は
、60

歳
代
ま
で
の
各
年
齢
階
層
で
年
間
出
荷
乳
量
3
0
0

ト
ン
以
上
の
酪
農
家
が
過
半
数
を
占
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、戸
数
は
少
な
い
も
の
の
、40
歳
未
満
層
で
は
、

年
間
出
荷
乳
量
3
0
0
ト
ン
以
上
の
酪
農
家
の
占
め

る
割
合
が
84
・
0
％
、そ
の
う
ち
6
0
0
ト
ン
以
上

が
33
・
6
％
で
、酪
農
家
１
戸
当
た
り
の
平
均
年
間
出

荷
乳
量
は
5
5
2
・
1
ト
ン
で
し
た
。他
方
、都
府
県

の
40
歳
未
満
層
で
は
、3
0
0
ト
ン
以
上
が
51
・
0
％
、

6
0
0
ト
ン
以
上
が
19
・
1
％
、平
均
年
間
出
荷
乳
量

は
3
7
7
ト
ン
で
し
た（
表
１
）。

③
後
継
者
確
保
に
よ
る
規
模
拡
大

　

後
継
者
の
確
保
状
況
と
大
規
模
経
営
の
占
め
る
割

合
と
の
間
に
は
、両
地
域
で
共
通
の
傾
向
が
み
ら
れ
、

「
後
継
者
が
決
ま
っ
て
い
る
経
営
」で
大
規
模
経
営
の

占
め
る
割
合
が
高
く
、「
後
継
者
が
い
な
い
経
営
」で

は
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。具
体
的
に
は
、「
後
継
者
が

決
ま
っ
て
い
る
経
営
」で
は
、年
間
出
荷
乳
量
3
0
0

ト
ン
以
上
の
割
合
が
北
海
道
で
81
・
6
％（
6
0
0

ト
ン
以
上
、41
・
1
％
）、都
府
県
で
53
・
8
％（
同
16
・

5
％
）を
占
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
後
継
者
が
決
ま
っ
て
い
な
い
経

営
」で
は
北
海
道
で
77
・
2
％（
同
28
・
8
％
）、都
府

県
で
30
・
1
％（
同
6
・
6
％
）、ま
た「
後
継
者
が
い

な
い
経
営
」で
は
北
海
道
で
55
・
0
％（
同
13
・
5
％
）、

都
府
県
で
17
・
9
％（
同
2
・
6
％
）を
、年
間
出
荷
乳

量
3
0
0
ト
ン
以
上
の
経
営
が
占
め
て
い
る
に
す
ぎ

ま
せ
ん（
表
２
）。

　

３
年
後
の
経
営
計
画
と
後
継
者
の
決
定
状
況
と
の

関
係
を
み
る
と
、「
規
模
拡
大
し
て
経
営
を
継
続
す

る
」酪
農
家
の「
後
継
者
が
決
ま
っ
て
い
る
」割
合
は
、

北
海
道
で
76
・
6
％
、都
府
県
で
65
・
4
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。他
方
、「
後
継
者
が
い
な
い
」割
合
は
、両
地

域
共
に
、「
規
模
縮
小
し
て
経
営
を
継
続
す
る
」酪
農

家
と「
他
の
農
業
部
門
へ
経
営
転
換
す
る
」酪
農
家
、

と
く
に「
農
業
経
営
を
中
止
す
る
」酪
農
家
で
高
く

な
っ
て
い
ま
す（
表
３
）。

　

な
お
両
地
域
共
に
、「
現
状
規
模
で
経
営
を
継
続
す

る
」と
い
う
意
向
を
持
っ
た
酪
農
家
で
、「
後
継
者
が

決
ま
っ
て
い
な
い
」酪
農
家
の
占
め
る
割
合
が
比
較

的
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
、こ
れ
ら
の
酪

農
家
で
の
後
継
者
の
決
定
は
、今
後
の
酪
農
家
戸
数

や
生
乳
生
産
量
の
推
移
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。

①
経
産
牛
１
頭
当
た
り
経
営
耕
地
面
積
の
縮
小

　

酪
農
家
１
戸
当
た
り
の
平
均
経
営
耕
地
面
積
に
は
、

北
海
道
が
65
・
4
ha
、都
府
県
が
7
・
5
ha
と
大
き
な

差
が
み
ら
れ
ま
す
。北
海
道
で
は
50 

ha
以
上
75 

ha
未
満

を
中
心
に
、そ
の
前
後
の
階
層
に
酪
農
家
戸
数
が
集

中
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、都
府
県
で
は
１
ha
以
上
10 

ha
未
満
の
酪
農
家
戸
数
が
過
半
数
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

両
地
域
で
、経
産
牛
飼
養
頭
数
の
多
い
酪
農
家
ほ

ど
経
営
耕
地
面
積
が
拡
大
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す

が
、経
産
牛
１
頭
当
た
り
の
経
営
耕
地
面
積
を
比
較

す
る
と
、北
海
道
が
1
・
07 

ha
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

都
府
県
で
は
0
・
27 

ha
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。な
お
、経
産

牛
１
頭
当
た
り
の
経
営
耕
地
面
積
が
飼
養
頭
数
の
増

加
に
伴
い
小
さ
く
な
る
傾
向
は
、両
地
域
に
共
通
し

て
い
ま
す
。ま
た
両
地
域
で
、経
産
牛
１
頭
当
た
り
出

荷
乳
量
が
多
い
経
営
ほ
ど
、経
産
牛
１
頭
当
た
り
経

営
耕
地
面
積
が
小
さ
く
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す

（
表
４
）。

②
自
給
飼
料
生
産
の
低
迷

　

酪
農
家
１
戸
当
た
り
の
飼
料
作
物
の
年
間
延
べ
作

付
面
積
を
み
る
と
、北
海
道
が
63
・
6
ha
、都
府
県
が

9
・
6
ha
と
な
っ
て
お
り
、両
地
域
で
経
産
牛
飼
養
頭

数
の
多
い
酪
農
家
ほ
ど
作
付
面
積
が
拡
大
す
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。し
か
し
、経
産
牛
１
頭
当
た
り
の
飼
料

作
物
の
年
間
延
べ
作
付
面
積
を
み
る
と
、北
海
道
の

平
均
が
0
・
98 

ha
、都
府
県
が
0
・
31 

ha
で
、経
産
牛
飼

養
頭
数
の
増
加
に
伴
い
１
頭
当
た
り
の
作
付
面
積
が

小
さ
く
な
る
傾
向
が
両
地
域
に
共
通
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、酪
農
家
１
戸
当
た
り
飼
料
作
物
の

生
乳
の
生
産
構
造

経
営
計
画
と
後
継
者
の
決
定
状
況

土
地
の
利
用
状
況

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

％ ■2006　■2008　■2010

300t未満 300～600t 600t以上

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

％ ■2006　■2008　■2010

300t未満 300～600t 600t以上

平
成
23（
2
0
1
1
）年
度
酪
農
全
国
基
礎
調
査
結
果
の
概
要

図 1　北海道の年間出荷乳量別酪農家戸数（構成比）

表２　後継者の確保状況と年間出荷乳量

表 1　経営主年齢階層別の年間出荷乳量

図 2　都府県の年間出荷乳量別酪農家戸数（構成比）

酪農家数 平均乳量 300 未満 300 ～ 600 600 以上 無回答 計
北
海
道

決まっている 301 743.3 16.9 40.5 41.1 1.5 100.0 
決まってない 215 553.4 22.3 48.4 28.8 0.5 100.0 
後継者いない 200 376.3 43.0 41.5 13.5 2.0 100.0 

都
府
県

決まっている 478 460.9 45.1 37.3 16.5 1.1 100.0 
決まってない 481 271.0 69.1 23.5 6.6 0.8 100.0 
後継者いない 527 197.3 81.8 15.3 2.6 0.3 100.0 

経営主年齢 酪農家数 平均乳量 300 未満 300 ～ 600 600 以上 無回答 計

北
海
道

40 歳未満 137 552.1 15.3 50.4 33.6 0.7 100.0 
40 ～ 50 歳 219 581.8 21.8 48.4 28.3 1.5 100.0 
50 ～ 60 歳 355 602.2 24.8 43.4 30.7 1.1 100.0 
60 ～ 70 歳 201 556.3 29.5 41.9 26.9 1.7 100.0 
70 歳以上 10 189.2 90.0 0.0 10.0 0.0 100.0 

都
府
県

40 歳未満 94 377.1 49.0 31.9 19.1 0.0 100.0 
40 ～ 50 歳 249 343.3 56.5 32.4 10.8 0.3 100.0 
50 ～ 60 歳 607 314.7 61.6 30.1 8.1 0.2 100.0 
60 ～ 70 歳 556 320.9 69.8 21.1 7.9 1.2 100.0 
70 歳以上 180 161.5 87.2 8.5 3.9 0.4 100.0 

単位：戸、トン、％

単位：戸、トン、％
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年
間
延
べ
作
付
面
積
で
は
、北
海
道
が
都
府
県
の
6
・

6
倍
で
あ
る
の
に
対
し
、経
産
牛
１
頭
当
た
り
で
は

3
・
2
倍
と
な
り
、両
地
域
の
格
差
は
縮
小
し
ま
す
。

こ
れ
は
、経
営
耕
地
面
積
の
場
合
と
同
様
に
、北
海
道

に
お
け
る
飼
料
作
物
作
付
面
積
の
拡
大
が
経
産
牛
飼

養
頭
数
の
増
加
と
同
一
歩
調
で
は
進
ん
で
い
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

搾
乳
後
継
牛
の
確
保
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
、

未
経
産
牛
飼
養
頭
数
の
経
産
牛
飼
養
頭
数
に
対
す
る

比
率（
未
経
産
牛
比
率
）を
み
る
と
、北
海
道
が
0
・

61
、都
府
県
が
0
・
34
で
、両
地
域
の
間
に
は
大
き
な

差
が
あ
り
ま
す
。こ
の
未
経
産
牛
比
率
を
経
営
規
模

別
に
み
る
と
、北
海
道
で
は
１
戸
当
た
り
経
産
牛
飼

養
頭
数
の
多
い
酪
農
家
ほ
ど
比
率
が
高
く
、都
府
県

に
お
い
て
も
1
5
0
頭
以
上
層
を
除
い
て
同
様
の
傾

向
が
あ
り
ま
す
。

　

乳
牛
資
源
の
増
殖
と
い
う
観
点
か
ら
、乳
牛
の
産

子
が
乳
用
種
で
あ
る
割
合（
乳
用
種
産
子
率
）が
問
題

と
な
り
ま
す
が
、乳
用
種
産
子
率
は
北
海
道
が
平
均

78
・
0
％
、都
府
県
が
48
・
5
％
で
、都
府
県
で
交
雑

種
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。北
海
道

で
は
、経
産
牛
飼
養
頭
数
の
多
い
経
営
ほ
ど
乳
用
種

産
子
率
が
高
く
な
り
、都
府
県
で
も
1
0
0
頭
以
上

層
を
除
い
て
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、経
営
主
の
年
齢
と
乳
用
種
産
子
率
の
関
係

を
み
る
と
、北
海
道
と
都
府
県
に
お
い
て
経
営
主
の

年
齢
が
若
い
酪
農
家
ほ
ど
乳
用
種
産
子
率
が
高
く
な

る
傾
向
に
あ
り
ま
す（
表
５
）。さ
ら
に
、経
産
牛
１
頭

当
た
り
の
生
乳
出
荷
乳
量
と
乳
用
種
産
子
率
の
関
係

で
は
、両
地
域
共
に
、経
産
牛
１
頭
当
た
り
出
荷
乳
量

の
多
い
酪
農
家
ほ
ど
乳
用
種
産
子
率
が
高
い
傾
向
が

み
ら
れ
ま
す（
表
６
）。

　

多
く
の
酪
農
家
が
指
摘
す
る
生
乳
を
増
産
で
き
な

い
理
由
は
、北
海
道
で
は「
酪
農
制
度
・
政
策
、乳
価
、

及
び
飼
料
価
格
等
の
先
行
き
が
不
透
明
で
あ
る
」、

「
労
働
力
不
足
に
よ
り
乳
牛
の
飼
養
管
理
が
限
界
で

あ
る
」で
し
た
。

　
「
酪
農
制
度
・
政
策
の
先
行
き
が
不
透
明
」を
増
産

で
き
な
い
理
由
と
し
て
指
摘
す
る
酪
農
家
の
割
合
は
、

経
産
牛
飼
養
頭
数
の
増
加
に
伴
い
高
く
な
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
。ま
た
、後
継
者
が
決
ま
っ
て
い
る
酪
農
家

で
は
、こ
れ
を
増
産
の
制
約
要
因
と
し
て
指
摘
す
る

割
合
が
と
く
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す（
表
７
）。

　

他
方
、
都
府
県
で
は
「
経
営
主
が
高
齢
化
し
て
い

る
」、「
飼
料
価
格
の
先
行
き
が
不
透
明
で
あ
る
」
が

増
産
で
き
な
い
主
な
理
由
で
し
た
。
と
く
に
、
経
営

者
が
高
齢
化
し
て
い
る
た
め
に
増
産
で
き
な
い
酪
農

家
で
は
、「
後
継
者
が
い
な
い
」
割
合
が
と
く
に
高

く
な
っ
て
い
ま
す（
表
８
）。ま
た
、後
継
者
が
決
ま
っ

て
い
る
酪
農
家
で
、「
飼
料
価
格
の
先
行
き
が
不
透

明
で
あ
る
」
を
増
産
で
き
な
い
理
由
と
し
て
指
摘
す

る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

酪
農
経
営
を
継
続
す
る
上
で
経
営
主
が
期
待
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
、「
乳
価
の
安
定
」
を
あ
げ
て
い

る
酪
農
家
の
占
め
る
割
合
が
北
海
道
で
88
・
7
％
、

都
府
県
で
84
・
3
％
と
突
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

経
営
規
模
別
、
経
営
主
年
齢
別
に
み
て
も
、
両
地
域

に
共
通
し
た
傾
向
で
す
。
次
に
期
待
度
の
高
い
事
項

は
、
北
海
道
で
「
酪
農
振
興
施
策
の
充
実
」（
59
・

4
％
）、
都
府
県
で
「
生
産
資
材
の
安
定
供
給
」

（
51
・
1
％
）
で
し
た
。

　

ま
た
、
仮
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
等
に
よ
り
乳
製
品
貿
易
が
完

全
自
由
化
さ
れ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、「
少

し
様
子
を
み
て
か
ら
決
め
る
」
酪
農
家
の
占
め
る
割

合
が
、
北
海
道
で
65
・
6
％
、
都
府
県
で
72
・
3
％

と
最
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
、
都
府
県
と

も
に
、「
経
営
主
の
年
齢
、
従
事
者
数
、
後
継
者
の

決
定
状
況
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
が
み

ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
北
海
道
で
は
、「
従
事
者
１
人
」
と
「
後

継
者
が
い
な
い
」
酪
農
家
で
の
「
す
ぐ
に
廃
業
す
る
」

割
合
と
、「
規
模
拡
大
し
て
経
営
を
継
続
す
る
」
酪

農
家
で
「
す
ぐ
に
規
模
拡
大
す
る
」
割
合
が
比
較
的

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
都
府
県
で
は
、「
従
事

者
５
人
以
上
」
の
酪
農
家
で
、「
す
ぐ
に
規
模
拡
大

す
る
」
割
合
が
比
較
的
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

乳
牛
資
源
の
確
保
状
況

生
乳
生
産
の
制
約
要
因

経
営
移
行
に
影
響
す
る
要
因

表７　「酪農制度・政策の先行きが不透明」を
増産できない理由としている酪農家の割合

表８　「経営主の高齢化」を
増産できない理由としている酪農家の割合

表６　経産牛１頭当たりの生乳出荷乳量と乳用種産子率

表５　経営主年齢と乳用種産子率

酪農家数 決まっている 決まってない 後継者いない 計

北
海
道

規模拡大して経営を継続 137 76.6 19.0 4.4 100.0 
現状規模で経営を継続 447 39.1 34.5 26.4 100.0 
規模縮小して継続 45 8.9 28.9 62.2 100.0 
他の農業部門へ経営転換 15 26.7 13.3 60.0 100.0 
農業経営を中止 15 0.0 20.0 80.0 100.0 
わからない 55 23.6 27.3 49.1 100.0 

都
府
県

規模拡大して継続 185 65.4 27.0 7.6 100.0 
現状規模で継続 895 33.7 35.3 31.0 100.0 
規模縮小して継続 157 14.0 31.2 54.8 100.0 
他部門へ経営転換 53 5.7 34.0 60.3 100.0 
農業経営を中止 38 2.6 7.9 89.5 100.0 
わからない 152 18.4 27.0 54.6 100.0 

経産牛１頭当た
り生乳出荷乳量 5,000 未満 5,000 ～

6,000 未満
6,000 ～

7,000 未満
7,000 ～

8,000 未満
8,000 ～

9,000 未満
9,000 ～

10,000 未満 10,000 以上
北
海
道

酪農家数 51 82 155 218 206 132 76 
耕地面積 1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 0.9 1.0 

都
府
県

酪農家数 127 121 251 408 395 244 154 
耕地面積 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 

経産牛１頭当た
り生乳出荷乳量 5,000 未満 5,000 ～

6,000 未満
6,000 ～

7,000 未満
7,000 ～

8,000 未満
8,000 ～

9,000 未満
9,000 ～

10,000 未満 10,000 以上

北
海
道

酪農家数 51 82 155 218 206 132 76 

乳用種産子率 74.6 71.8 74.0 77.3 80.0 82.7 85.0 

都
府
県

酪農家数 127 121 251 408 395 244 154 

乳用種産子率 45.0 41.0 44.5 50.8 50.0 49.8 51.2 

経営主年齢 40 歳未満 40 ～ 50 未満 50 ～ 60 未満 60 ～ 70 未満 70 歳以上 平均

北
海
道

酪農家数 137 219 355 201 10 －

乳用種産子率 79.8 81.4 78.7 71.8 64.5 78.0 

都
府
県

酪農家数 94 249 607 556 180 －

乳用種産子率 56.0 55.5 51.8 43.6 37.9 48.5 

酪農家数
後継者の決定状況

決まっている 決まってない 後継者いない

北海道 716 61.8 56.3 47.5 

都府県 1486 47.1 34.1 31.5 

酪農家数
後継者の決定状況

決まっている 決まってない 後継者いない

北海道 716 25.6 41.9 57.0 

都府県 1486 29.9 44.9 64.3 

表３  ３年後の経営計画と後継者の決定状況 単位：戸、％

表４  経産牛１頭当たりの生乳出荷乳量と平均経営耕地面積 単位：kg、戸、ha

単位：戸、％

単位：戸、％
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「
ど
う
し
た
ら
牛
乳
乳
製
品
の
消
費
を
拡
大
で
き
る

の
か
」、
こ
れ
は
日
本
の
酪
農
乳
業
界
ば
か
り
で
は
な

く
、
世
界
各
国
に
共
通
す
る
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

わ
が
国
の
飲
用
乳
生
産
量
は
、
1
9
9
6
年
に
過
去

最
高
の
5
1
9
万
ト
ン
を
記
録
し
、
以
来
年
率
1
・

5
％
で
減
少
を
続
け
、
2
0
1
0
年
に
は

4
1
1
万
ト
ン
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
同
時
期
に
、

生
乳
の
生
産
量
は
8
6
6
万
ト
ン
か
ら
7
6
3
万

ト
ン
に
減
少
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
酪
農
乳
業

界
は
、
年
間
1
'0
0
0
億
円
も
失
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、酪
農
総
合
研
究
所
に
よ
っ

て
「
牛
乳
乳
製
品
の
消
費
拡
大
に
関
す
る
調
査
研
究
」

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
同
調
査
研
究
の

成
果
の
中
か
ら
、
成
功
事
例
と
し
て
、
米
国
で
の
牛

乳
乳
製
品
の
消
費
拡
大
事
業
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

米
国
で
は
、
1
9
5
0
年
代
か
ら
1
9
7
0
年

代
に
か
け
て
牛
乳
乳
製
品
の
消
費
が
減
退
し
、
ピ
ー

ク
時
の
30
％
近
く
の
消
費
量
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
事
態
を
受
け
て
、
米
国
の
酪
農
乳
業
界
は
さ
ま
ざ

ま
な
消
費
拡
大
策
を
講
じ
ま
し
た
が
、
そ
の
成
果
は

期
待
し
た
ほ
ど
に
は
上
が
ら
ず
、
1
9
8
0
年
代
に

次
の
よ
う
な
政
府
主
導
の
消
費
拡
大
事
業
が
導
入
さ

れ
ま
し
た
。

①	

生
乳
出
荷
価
格
か
ら
一
定
金
額
を
事
業
拠
出
金
と

し
て
徴
収
し
事
業
資
金
と
す
る
（
チ
ェ
ッ
ク
・
オ

フ
制
度
、
図
１
参
照
）。

②	

生
乳
生
産
者
と
乳
業
者
が
拠
出
す
る
資
金
を
統
合

し
て
、
事
業
を
企
画
・
実
施
す
る
新
た
な
組
織

（
デ
ー
リ
ィ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
社
）
を
設
立
す
る
。

こ
の
事
業
で
は
、
他
の
農
産
物
を
圧
倒
す
る
年
間

3
0
0
億
円
程
度
の
資
金
を
集
め
、
活
動
し
て
い

ま
す
。

③	

同
社
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
等
の
専
門
家
を
招
聘
し
、

事
業
の
企
画
と
運
営
を
行
う
。

④	

毎
年
、
米
国
議
会
に
事
業
報
告
書
を
提
出
し
、
生

乳
生
産
者
及
び
国
民
に
対
し
て
事
業
の
成
果
を
報

告
す
る
。

⑤	

同
報
告
書
に
つ
い
て
第
三
者
に
よ
る
学
術
的
な
事

業
効
果
測
定
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
評
価
す
る
。

　

酪
農
乳
業
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、「
生
産
性
の
向

上
」
と
「
市
場
の
拡
大
」
が
両
輪
と
な
り
、
い
ず
れ

が
欠
け
て
も
永
続
性
は
望
め
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
米
国

の
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
事
業
で
は
、
効
率
化
と
市
場
拡

大
を
大
き
な
使
命
と
し
て
多
彩
な
事
業
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

表
１
に
示
し
た
通
り
、
デ
ー
リ
ィ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

社
で
は
、
牛
乳
乳
製
品
の
消
費
拡
大
事
業
を
さ
ま
ざ

ま
な
側
面
か
ら
展
開
し
て
お
り
、
た
ん
に
牛
乳
乳
製

品
の
販
売
促
進
に
と
ど
ま
ら
ず
、
子
供
達
の
栄
養
・

運
動
改
善
事
業
や
新
製
品
・
新
分
野
開
拓
、
さ
ら
に

は
輸
出
促
進
や
効
率
的
酪
農
運
営
な
ど
幅
広
い
酪
農

乳
業
支
援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

国
を
あ
げ
て
の
消
費
拡
大
事
業
の
成
果
に
つ
い
て

は
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
専
門
家
が
事
業
効
果
を
測
定

し
て
お
り
、
拠
出
金
１
ド
ル
が
５
ド
ル
～
７
ド
ル
の

価
値
を
生
み
出
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

事
情
の
異
な
る
米
国
の
成
功
事
例
を
わ
が
国
に
そ

の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の
事

業
目
的
で
あ
る
「
生
乳
生
産
拡
大
に
向
け
た
効
率
的

な
事
業
展
開
」
は
、わ
が
国
酪
農
乳
業
の
発
展
に
と
っ

て
も
効
果
的
な
戦
略
で
す
。
ま
た
、
飲
用
牛
乳
の
消

費
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
乳
生
産
拡
大
の

た
め
に
は
、
い
か
に
国
産
乳
製
品
を
ブ
ラ
ン
ド
化
し

て
、
一
般
消
費
者
の
支
持
を
得
る
か
が
要
点
と
な
り

ま
す
。

　

今
こ
そ
、
こ
の
具
体
的
方
策
を
酪
農
乳
業
あ
げ
て

検
討
す
べ
き
時
で
す
。
こ
れ
が
、
希
望
に
満
ち
た
酪

農
乳
業
の
将
来
を
次
世
代
に
つ
な
げ
る
鍵
と
な
る
で

し
ょ
う
。

　

な
お
、
こ
こ
で
ご
紹
介
し
た
調
査
研
究
に
関
心
の

あ
る
方
は
、
酪
総
研
選
書
№
92
『
牛
乳
・
乳
製
品
の

消
費
拡
大
』（
デ
ー
リ
ィ
マ
ン
社
）
を
ぜ
ひ
ご
一
読
く

だ
さ
い
。

豊
富
な
資
金
に
支
え
ら
れ
た

消
費
拡
大
事
業

消
費
拡
大
の
た
め
の
多
彩
な
事
業
展
開

期
待
さ
れ
る
酪
農
乳
業
の
統
一
事
業

ぷはー
っ！ ぎゅうにゅう

おいしいね！

だぁ！

な
ぜ
、
外
国
の
消
費
拡
大
事
業
は
成
功
し
て
い
る
の
か
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図１　各農産物のチェック・オフ年間予算規模 (2008 年での最新データ）

表１　米国チェックオフ事業内容と予算 (2009 年）

注 1）予算額単位：百万ドル（2008 年時点での最新データ）　注２）1 ドル =90 円で換算
出典：CRS Report for Congress. Federal Farm Promotion (“Check-Off”) Programs. Geoffrey S. Becker.Order Code 95-353 Updated October 20, 2008"

出展：米国議会報告書（2010）　　注）＄１＝ \90 で換算

事　業
予算

（百万ドル） （億円） 構成比 (％ )
1 子供達の栄養・運動改善事業（CNFI) 53.0 47.7 26.8 
2 製品及び栄養研究事業 19.9 17.9 10.1 
3 栄養関連事業 18.7 16.8 9.4 
4 牛乳普及事業　 16.9 15.2 8.5 
5 チーズ普及事業 18.8 16.9 9.5 
6 バター普及事業 2.0 1.8 1.0 

（牛乳・乳製品普及事業計） （37.7） （33.9） （19.0）
7 リスク管理、酪農家ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業 17.2 15.5 8.7 
8 事業継続性関連事業 11.5 10.4 5.8 
9 輸出関連事業 10.9 9.8 5.5 
10 戦略立案と評価 10.0 9.0 5.1 
11 一般管理費 7.5 6.8 3.8 
12 小売・サービス業関連事業 6.7 6.0 3.4 
13 食品素材事業 4.9 4.4 2.5 

合　　計 198.0 178.2 100.0 
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